
令和６年度 北陸地方整備局 

第２回事業評価監視委員会 議事録（概要） 
 
１．日 時：令和６年１２月１１日（水）14:00～16:20 

２．場 所：北陸地方整備局 ４階 共用会議室（会議室と各委員をWebで接続して開催） 

３．出席者：委 員）佐伯委員長、髙橋委員長代理、市川委員、片桐委員、小山委員、林委員、 

古谷委員、牧野委員、宮下委員、龍委員 

整備局）局長、副局長、総務部長、企画部長、建政部長、河川部長、道路部長、 

港湾空港部長、営繕部長、用地部長、環境調整官、都市調整官、 

地域河川調整官、道路調査官、都市・住宅整備課長、河川計画課長、 

道路計画課長 

事務所）羽越河川国道事務所長、信濃川下流河川事務所長、阿賀野川河川事務所長、

新潟国道事務所長、富山河川国道事務所長、黒部河川事務所長、 

金沢河川国道事務所長、阿賀川河川事務所長、千曲川河川事務所長、 

国営越後丘陵公園事務所長 

４．審 議 

 再評価 

＜重点審議＞ 
１）道路事業の再評価 

■対応方針（原案）について 

以下の事業について審議した結果、北陸地方整備局の再評価および対応方針（原案）の 

とおり事業継続することが妥当。 

○一般国道 113 号鷹ノ巣道路【防災】 

○一般国道 159 号七尾バイパス 

■意見 

・特になし 

 

＜一括審議＞ 
２）公園事業の再評価 

■対応方針（原案）について 

以下の事業について審議した結果、北陸地方整備局の再評価および対応方針（原案）の 

とおり事業継続することが妥当。 

○国営越後丘陵公園整備事業 

■意見 

・特になし 

 

３）地すべり事業の再評価 

■対応方針（原案）について 

以下の事業について審議した結果、北陸地方整備局の再評価および対応方針（原案）の 

とおり事業継続することが妥当。 

○滝坂地区直轄地すべり対策事業 

■意見 

・特になし 

 

４）道路事業の再評価 

■対応方針（原案）について 

以下の事業について審議した結果、北陸地方整備局の再評価および対応方針（原案）の 

とおり事業継続することが妥当。 



○一般国道 116 号吉田バイパス 

○一般国道 8 号（金沢外環状道路）海側幹線（今町～鞍月） 

○一般国道 159 号金沢東部環状道路 

   ■意見 

    ・特になし 

 

 事後評価 

５）道路事業の事後評価 

■対応方針（案）について 

以下の事業について審議した結果、今後の事業評価および改善措置の必要性はない。 

○一般国道 359 号砺波東バイパス【防災】 

■意見 

・特になし 

 

４．報 告 

河川及びダム事業の再評価実施要領細目 第６の規定に基づく報告 

〇千曲川直轄河川改修事業 

○手取川直轄河川改修事業 

○荒川総合水系環境整備事業 

○阿賀野川総合水系環境整備事業 

○信濃川総合水系環境整備事業 

○黒部川総合水系環境整備事業 

 

－ 以 上 － 


